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国
民
年
金
は
、　

歳
か
ら　

歳

２０

６０

ま
で
の　

年
間
加
入
し
、
保
険
料

４０

を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
病
気
や
失
業
な
ど
に

よ
り
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
と
き
は
、
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
免
除
さ
れ
る
「
申
請
免

除
制
度
」
や
、
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
猶
予
さ
れ
る
「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
る

「
全
額
免
除
」
と
一
部
が
免
除
さ

れ
る
「
一
部
免
除
」
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

７
月
か
ら 
平
成　

年
度
国
民
年
金
保
険
料

２０

免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
の
申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す

　
　

歳
未
満
の
方
（
学
生
を
除

３０
く
）
を
対
象
に
、
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
を
猶
予
す
る
制
度
で
す
。

▽
対
象
者　

本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
の
全
員
（
若
年
者
納
付
猶

予
制
度
の
場
合
は
本
人
と
配
偶

者
）
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方

①
前
年
の
所
得
が
少
な
い
方

※
下
表
の
所
得
額
は
、
社
会
保
険

料
控
除
額
、
扶
養
人
数
等
を
考

慮
し
た
お
お
よ
そ
の
目
安
で
す
。

申
請
免
除
制
度

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

②
平
成　

年
４
月
以
降
に
失
業
・

１９

倒
産
・
事
業
の
廃
止
が
あ
っ
た

方
③
障
害
者
ま
た
は
寡
婦
で
あ
っ
て
、

前
年
の
所
得
が
１
２
５
万
円
以

下
の
方

④
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

以
外
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
方

⑤
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障

害
給
付
金
を
受
け
て
い
る
方

　
（
申
請
免
除
制
度
の
み
）

■免除区分ごとの保険料（平成２０年４月から）

保険料種　類区　分

０円全額免除全額免除

３，６００円４分の３免除

一部免除 ７，２１０円半額免除

１０，８１０円４分の１免除

１４，４１０円全額納付全額納付

４人世帯
（夫婦＋子２人）

２人世帯
（夫婦のみ）

単身世帯区　分

１６２万円９２万円５７万円
全額免除・若年
者納付猶予

２３０万円１４２万円９３万円４分の３免除

２８２万円１９５万円１４１万円半額免除

３３５万円２４７万円１８９万円４分の１免除

■申請免除・若年者納付猶予制度の対象となる所得の目安表

　

市
で
は
、
市
税
の
滞
納
に
歯
止

め
を
か
け
、
納
付
の
公
平
性
を
確

保
す
る
た
め
、
平
成　

年
度
中
に

１９

債
権
、
自
動
車
、
動
産
、
不
動
産

な
ど
合
計
２
７
４
件
の
差
押
を
執

行
し
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
、
２
件
の
差
押
不
動

産
の
公
売
を
４
月　

日
に
実
施
し
、

３０

そ
の
後
、
最
高
価
格
申
込
者
に
売

却
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

結
果
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

平
成　

年
５
月
に
初
め
て
不
動

１８

産
公
売
を
実
施
し
、
今
回
は
２
回

目
と
な
り
ま
す
。
売
却
価
格
は
、

前
回
の
２
２
９
万
円
と
合
わ
せ
、

不
動
産
公
売
の
結
果 

て
い
き
ま
す
。

《
問
合
せ
》
税
務
課
収
税
係
（
公

売
担
当
）
�　

－

１
１
１
８

２３

６
０
９
万
円

に
な
り
ま
し

た
。
今
後
も
、

納
税
の
公
平

性
を
確
保
す

る
た
め
、
高

額
、
悪
質
な

滞
納
者
に
対

し
て
は
差
押

を
執
行
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
公
売
と
合

わ
せ
せ
て
差

押
物
件
の
売

却
を
実
施
し

■落札物件

落札価格見積価格地目所在地
売却区
分番号

２，５００，０００円２，５００，０００円
田

大篠岡１

１，３００，０００円１，３００，０００円�渕２

　

市
で
は
、
合
併
以
降
、
高
額
、

悪
質
な
滞
納
者
に
対
し
、
捜
索
、

差
押
、
公
売
を
実
施
す
る
な
ど
徴

税
体
制
を
強
化
し
て
き
ま
し
た
が
、

さ
ら
に
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、

７
月
か
ら
９
月
ま
で
の
３
カ
月
間

を
「
滞
納
処
分
強
化
期
間
」
と
設

定
し
、
そ
の
期
間
は
、
兵
庫
県
職

員
で
組
織
さ
れ
た
特
別
徴
収
対
策

チ
ー
ム
と
協
力
し
、
よ
り
多
く
の

滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
。

　

市
税
の
滞
納
が
あ
り
、
納
付
も

納
税
の
相
談
も
な
い
場
合
に
は
、

納
税
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め

滞
納
処
分
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま

す
。

《
問
合
せ
》
税
務
課
収
税
係　

　

�　

－

１
１
１
８

２３

滞
納
処
分
を
強
化
し
ま
す
！

2
件
の
差
押
不
動
産
を

計
3
8
0
万
円
で
売
却
！
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年
金
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り

時
間
延
長
し
ま
す
。

　

お
越
し
の
際
に
は
、
年
金
手
帳

な
ど
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も

の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
代
理
者
の
と
き
は
、
委

任
状
と
代
理
者
の
身
分
証
明
書
を

準
備
く
だ
さ
い
。

●
７
月　

日（
土
）は

１２

　

午
前
９
時　

分
〜
午
後
４
時

３０

●
７
月
７
日（
月
）・　

日（
月
）・　

１４

２２

日（
火
）・　

日（
月
）は

２８

　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
７
時

３０

●
電
話
で
の
問
合
せ

・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

�
０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５

・
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ

　

�
０
３
‐
６
７
０
０
‐
１
１
６
５

●
年
金
個
人
情
報
サ
ー
ビ
ス

　

社
会
保
険
庁

　
　
　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w
w
.sia.go.jp/

年
金
相
談
窓
口
を
時
間
延
長

豊
岡
社
会
保
険
事
務
所

か
ら
の
お
知
ら
せ

《
問
合
せ
》

▽
豊
岡
社
会
保
険
事
務
所

　

�　

－

３
１
９
６

２２

▽
市
民
課
市
民
係

　

�　

－

９
０
１
５
ま
た
は
各

２１
総
合
支
所
市
民
生
活
課

注
１
…
申
請
免
除
の
方
の
年
金
額

は
、免
除
期
間
中
、次
の
額
を
納

め
た
も
の
と
し
て
計
算
し
ま
す
。

・
全
額
免
除
…
…
…
６
分
の
２

・
４
分
の
３
免
除
…
６
分
の
３

・
半
額
免
除
…
…
…
６
分
の
４

・
４
分
の
１
免
除
…
６
分
の
５

※
一
部
申
請
免
除
の
場
合
は
、
２

年
以
内
に
保
険
料
を
納
め
な
い

と
未
納
に
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け

た
期
間
の
保
険
料
は
、　

年
以
内

１０

で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
免
除
承
認
年
度
か

ら
３
年
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合

は
、
当
時
の
保
険
料
額
に
、
経
過

し
た
期
間
に
応
じ
て
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
追

納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

▽
手
続
方
法　

７
月
か
ら
平
成　
２０

年
度
の
申
請
受
付
を
開
始
し
ま

す
。
市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
へ
次
の

も
の
を
持
参
し
、
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

①
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
な

ど
）

②
印
鑑

③
失
業
な
ど
の
理
由
の
と
き
は
、

　
「
離
職
票
１
の
写
し
」
ま
た
は

「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の

写
し
」
な
ど

④
平
成　

年
１
月

２０

２
日
以
降
に
転

入
し
た
方
は
、

前
住
所
地
の

「
平
成　

年
度

２０

所
得
課
税
証
明
書
」

※
平
成　

年
度
継
続
免
除
承
認
済

１９

の
方
は
、
８
月
以
降
に
平
成　
２０

年
度
の
審
査
結
果
が
社
会
保
険

事
務
所
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

●
「
申
請
免
除
・
若
年
者
納
付
猶

予
」
と
「
未
納
」
と
の
違
い

追
納
制
度

未納
若年者
納付猶予

申請免除
（全額・一部）

納付年金の種類等

×○○○受給資格期間
老齢基
礎年金

××○（注１）○年金額

×○○○
障害・遺族基礎年金の　
　　　　　受給資格期間

○…含まれる　×…含まれない

　

市
税
な
ど
の
滞
納
処
分
に
よ
っ

て
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
、
次
の

と
お
り
公
売
に
よ
り
売
却
し
ま
す
。

■
公
売
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
た
せ
り
売
り

■
参
加
申
込
期
間　
７
月　

日（
木
）

１０

午
後
１
時
〜　

日（
木
）午
後
５

２４

時
■
せ
り
売
り
期
間　
７
月　

日（
水
）

３０

午
後
１
時
〜
８
月
１
日（
金
）午

後
２
時

■
代
金
納
付
期
限　
８
月
８
日（
金
）

午
後
３
時

■
公
売
物
件　

油
絵
・
壷
・
大
皿

な
ど　

点
２５

■
参
加
資
格　

一
部
の
例
外
を
除

き
、　

歳
以
上
の
方
で
あ
れ
ば

２０

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
が
、

公
売
保
証
金
の
納
付
が
必
要
で

す
。

■
参
加
申
込
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
か
ら
の
参
加
と
な
り
ま
す

（
７
月　

日
公
開
予
定
）。

１０

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

http://koubai.auctions.
yahoo.co.jp/hyg

‐toyooka

‐

city

■
そ
の
他　

次
の
サ
イ
ト
で
も
公

　

売
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て

　

い
ま
す
。

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.city.toyooka.

lg.jp/koubai/top.htm

・
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の

　
　
　
　
　
　
　

公
売
シ
ス
テ
ム

　

http://koubai.auctions.
yahoo.co.jp/

《
問
合
せ
》
税
務
課
収
税
係
（
公

売
担
当
）
�　

－

１
１
１
８

２３

下
見
会

　

公
売
物
件
を
実
際
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
下
見
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

落
札
し
た
物
件
は
返
品
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に

よ
く
見
て
参
加
く
だ
さ
い
。
参
加

申
込
み
は
不
要
で
す
。

▽
日
時　

７
月　

日（
土
）午
前　

１９

１０

時
〜
午
後
３
時

▽
場
所　

市
役
所
本
庁
舎
１
階

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売


